
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　  ２　職員数は、平成３１年４月１日現在の人数です。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　　　　　職員数には当該職員を含んでいません。

（3） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（参考）

R1年度

人 件 費

R1年度

住民基本台帳人口 実 質 収 支

　　　　　千円

　　計　　Ｂ

8,615 36,221,567

　　　　　千円

398,501,331

給　 料 職員手当

区　　分 歳 出 総 額

　　　　　　Ａ

熊本市の給与・定員管理等について

人 件 費 率

平成30年度の人件費率（令和3年1月1日）

　　　　　千円

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

21.0

　　　　　　　千円

81,408,293

（注）人件費には、市長、副市長、市議会議員その他特別職に支給する給料、報酬などを含みます。

　　　　　　％

20.4

（参考）一人当たり

人　

区　　分

　　　　　　　　　　　％

732,643 6,670,847

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　　　 用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した
         指数です。

56,861,7086,244,256

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における
　　　　　国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）/（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

14,395,885

※　令和２年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、③100を超えて
いる場合について、その理由及び改善の見込み

千円千円

6,600

人

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円千円千円

　　　　　　Ａ

（参考）類似団体

給与費 B/A

・昇給抑制の回復

6,998

職員数

平均一人当たり給与費期末・勤勉手当

H29.4.1

100.9

(100.9) H29.4.1

99.9 H29.4.1

99.1 

H30.4.1

100.5

(100.5)

H30.4.1

100.3 H30.4.1

99.1 

H31.4.1

100.1

(100.1)

H31.4.1

99.9 H31.4.1

98.9 

R2.4.1

100.1

(100.1)

R2.4.1

99.9 R2.4.1

98.9 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

熊本市 類似団体平均 全国市平均
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（4）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

円 円 円

％

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

[ 　　　　　]]

　　　　②地域手当の見直し

　　　　③その他の見直し内容

 (6) 特記事項

0% 0%0%

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組む
とされています。

0%0%

0%

平成29年度
の支給割合

0%

・地方公務員法改正に伴い、級別基準職務の条例化を実施
・病院事業では、熊本市民病院再建に当たり、次の内容について給与抑制を実施
①管理職手当：平成30年1月から令和元年9月まで、職位に応じて5％～20％減額
②賞与：令和元年6月期0.05月分減額

平成26年度
の支給割合

令和2年度
の支給割合

0%0%

平成30年度
の支給割合

遡及 改定後

令和元年度
の支給割合

0%

【給料表の改定実施時期】平成28年4月1日
【内容】一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均2％（最大4.6％）引下げ。
　　　　　激変緩和のため、3年間（平成31年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　　　　　他の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施。（ただし医療職員は国、教育職員は県に準拠）

実施 未実施

国基準による支給割合

平成28年度
の支給割合

0%

平成27年度
の支給割合

実施内容（国基準における場合の支給割合及び本市の支給割合）

0%0%

0%0%

4.45△0.05

4月1日
時点

0%

月

支　給　月　数

4.50

月

4.45

月月

△0.05

月月

（改定率）

A-B

％

区　　分

改定なし

民間の支給

区　　分

A-B

（改定月数）

B

359,235

人事委員会の勧告

較差

民間給与

改定なし

A

％

（注）　　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   　　パイレス比較した平均給与月額です。

0.01

勧　告

公務員給与

（参考）

公務員の

勧　告較差 国　の　改　定　率

改定なし

支給月数　　　B

％37R2年度

人事委員会の勧告

年間支給月数

割合　　　　　　A

359,198

R2年度

4.45

（注）　　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

熊本市の支給割合

（参考）

給　与　改　定　率

・55歳昇給停止（２年間の経過措置有）
・昇格対応表見直し（昇格時給料抑制）
・地域手当引上げ（国準拠）（東京事務所等職員及び医療職員）
・退職手当支給水準調整（国準拠）
・管理職手当引上げ(平成31年3月31日まで3％減額）
・期末勤勉手当の管理職加算新設（5年間の経過措置有）
・単身赴任手当引上げ（国準拠）
・人事評価結果の給与への反映
・月額特殊勤務手当の日額化

国　の　年　間

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

2



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※国ベースの平均給与月額は、平均給料に基本となる手当を加算したものであり、時間外勤務手当等、毎月変動する手当を除いたものです。

　　　　②技能労務職

歳 444 人 円 円 円

歳 151 人 円 円 円

歳 82 人 円 円 円

歳 14 人 円 円 円

歳 73 人 円 円 円

歳 37 人 円 円 円

歳 87 人 円 円 円

歳 224 人 円 円 円

歳 2,319 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

- -

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

参考

学校給食員

民間
（Ｄ）

用務員

公務員
（Ｃ）

2,862,400

1.74

-

186,200

調理士

58.4

用務員

2.23

55.9

46.9

熊本市

熊本県

322,200 349,123

自動車運転手

類似団体

自家用乗用自動車運転者

50.9

平均給与月額

（国比較ベース）

国

区　　分

41.8

学校給食員

守衛

用務員

328,862

平均給料月額

熊本県

用務員

379,749

その他

平均給料月額平均年齢

熊本市

清掃職員

53.4

52.4

1.86

-

区　　分

-

学校給食員

平均年齢

守衛

-

317,119

Ｃ/Ｄ

区　　分

215,200

熊本市

その他

1.6

2,300,400

守衛

その他 -

2,809,700

6,621,080

-

4,166,100

-

2.12,955,700

6,803,304

6,259,856

2.3

7,317,400

6,454,844

自動車運転手 6,625,332

清掃職員

2.9

2.6

廃棄物処理業

参考

207,900

2.15

204,700

300,100 1.3846.2

56.2

対応する民間

-

395,759

平均給与月額

333,85654.0

Ａ/Ｂ

366,931

国

清掃職員

（B)の類似職種

民　間

287,283

1,00650.8

自動車運転手 54.3

386,212

53.2 362,100

366,500

399,411

402,765

359,500

455,900

52.7

363,500

平均給与月額

400,509

319,806

364,000

369,875

367,100

公　務　員

類似団体

区　　分 職員数

53.3

53.0

―

414,792

430,033

（A)

327,564

平均給与月額

383,798

41.8

（国比較ベース）

366,100

386,828

年収ベース（試算値）の比較

守衛

381,580

378,806

347,990

43.2

396,988327,789

375,363

371,467

374,009

380,778

43.3

406,679

354,401

408,868

平均給与月額平 均 年 齢
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※

※

※

※

　　　③教育職（高等（特殊・専修・各種）学校教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　④教育職（小・中学校（幼稚園）教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤教育職（その他の教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　

 (2) 職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和２年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）経験年数とは、学校卒業後すぐに採用された場合は、採用後の年数をいいます。

149,100

区　　分

技能労務職

235,850

教　育　職 大　学　卒

中　学　卒

329,000

296,924

民間従業員のデータは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」を基に総務省が調整し、情報提供されたデータを使用しています。（平成29
～31年の3ヵ年平均）

熊本市

区　　分

民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、③日々又は
１ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者のいずれかに該当する労働者（短時間労
働者を除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該当する職員（パート、アルバイト職
員）はデータの基礎から除かれている点で（1）とはデータの基礎が異なります。

技能労務職

374,734

-

大　学　卒 210,800

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

200,500

-

-

370,800

高　校　卒

熊本県

平 均 年 齢

消　防　職

345,463

平均給料月額

大　学　卒

408,051

294,933

区　　分

類似団体 412,390

熊本県

平均給与月額

平均給料月額

-

370,557

大　学　卒

熊本県

444,718

平均給与月額

393,500

45.2

類似団体

428,107

47.8

383,718

367,550

－

44.5

223,233

区　　　　分

一般行政職

高　校　卒

平 均 年 齢

熊本市

190,500

46.1

283,440

306,727

41.0

414,100358,433

-

45.2

400,840

高　校　卒

-

372,933

368,975

-

経験年数１０年

165,400

高　校　卒

経験年数２０年

一般行政職

-

358,194269,167

熊　本　市

大　学　卒

154,900

157,400

消　防　職

大　学　卒

－

49.9 500,941

熊　本　県

155,300

区　　　　　分

類似団体 －

－

426,062

年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末勤勉
手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

平均給料月額 平均給与月額

「職務区分」と「対応する民間の類似職種」は、年齢、経験年数、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

熊本市

教　育　職

－

平 均 年 齢

中　学　卒

396,900

325,843 364,917

-

－

－

210,800

経験年数２５年

-

385,197

352,237

141,200

-

-

経験年数３０年

国

182,200

408,393

405,777

372,334

－

150,600

－

364,989

-

-

398,626

高　校　卒

－

188,700

－

－
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和２年４月１日現在）

（注）１　熊本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（注）平成28年4月１日より、給料表の級構成を変更し、９級制から8級制へ移行しました。
　（旧7級を6級に統合し、旧8級を新7級に、旧9級を新8級へ移行）

３　　級

相当の知識、技術又は経験を必要とする業務
を行う主事及び技師の職務

27.1

　　　　　　　　人

　　　　　　　　円

職員数

２　　級

主任主事及び主任技師の職務

　　　　　　　　人

402,600499 16.2

定型的な業務を行う主事及び技師の職務
9.5

主幹の職務

４　　級

５　　級

区　　分

１　　級

７　　級

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

11.7

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

１号給の
給料月額

　　　　　　　　％

387,100

　　　　　　　　円

354,600

261,700

195,000

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円　　　　　　　　％

　　　　　　　　円

294 249,900145,700

　　　　　　　　円

　　　　　　　　％

838

786

308,800

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

構成比
最高号給の
給料月額

標準的な職務内容

課長の職務

361

部長の職務

６　　級

449,300

227,100

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

主査の職務

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

局長の職務

218

　　　　　　　　％

7.1

0.824

　　　　　　　　％

８　　級

25.4

68

427,600

462,300

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

520,900

285,500

317,700

　　　　　　　　人

2.2

　　　　　　　　人

397,500

１級 9.5% １級 9.3% １級 6.2%

２級

11.7%
２級

9.9%
２級

12.7%

３級

25.4%
３級

27.6%

３級

28.8%

４級

27.1%

４級

27.2%
４級

23.9%

５級

16.2%

５級

16.2%
５級

18.7%

６級 7.1% ６級 7.0% ６級 5.8%
７級 2.2% ７級 2.1% ７級 0.4%

８級 0.8% ８級 0.7%
８級 2.8%

９級 0.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和２年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和２年４月１日現在）

12

13

14

15

16

17

18

19
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 (3)昇給への人事評価の活用状況（熊本市）

　

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（R1年度支給割合） （R1年度支給割合） （R1年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（熊本市）

　 令和２年度中における運用

（　　0.90　　）月分

昇給可能
な区分

〇

○

　　　標準の成績率のみ（一律）

○　　　上位、標準、下位の成績率

　　活用予定時期

　　　上位、標準の成績率

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１０～２５％

令和2年4月2日から令和3年4月1日
までにおける運用

　　　標準、下位の区分

（　　0.90　　）月分

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　 ５～２０％

○

　　　標準、下位の成績率

○　イ．　人事評価を活用している

　　活用している成績率

      1.90　　 月分2.60

一般職員

　　　上位、標準、下位の区分

昇給実績が
ある区分

1.45

１人当たり平均支給額（R1年度）

昇給可能
な区分

○

支給実績が
ある成績率

１人当たり平均支給額（R1年度）

　ロ． 人事評価を活用していない

○

管理職員

―
1,669

支給可能な
成績率

（　　0.90  ）月分1.45

・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１５～２５％

　ロ． 人事評価を活用していない

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

管理職員

2.60

　　　上位、標準の区分

1,724

　　活用している昇給区分

　　　標準の区分のみ（一律）

〇

○

熊　　　　　本　　　　　県

○

      1.90  月分

熊　　　　　本　　　　　市

1.45

2.60

国

　　活用予定時期

〇

1.90

○

昇給実績が
ある区分

一般職員

　イ．　人事評価を活用している
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 (2) 退職手当（令和２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％） （割増率２～４５％）

（退職時特別昇給） 無

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当（令和２年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

千円

　円

　％

　　同上

家畜伝染病予防法（昭和26
年法律第166号）第2条第1
項に定める家畜伝染病（口
蹄(てい)疫、高病原性鳥イン
フルエンザ、低病原性鳥イン
フルエンザその他人事委員
会の定める家畜伝染病に限
る。次号において単に「家畜
伝染病」という。）のまん延を
防止するために行う家畜のと
殺、家畜の死体の焼却若し
くは埋却又は畜舎等の消毒
の作業に従事したとき。

0円

157,893

日額　290円

47.71

支給職員１人当たり平均支給年額（R1年度決算）

日額　230円

14

5,791

放射線技師、看護師
放射線を人体に照射する作
業に直接従事したとき。

0円

849,293

21,595

47.71

33.27

24.59

39.76

33.2728.04

47.71

支給職員１人当たり平均支給年額（R1年度決算）

放射線取扱手当

39.76

　　同上

国の制度（支給率）

47.71

19.6724.59

国熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

医師（歯科医師含む）

家畜伝染病のまん延を防止
するために行う作業（前号の
作業を除く。）で人事委員会
が定めるものに従事したと
き。

支給対象地域

26

手当の種類（手当数）

30,858

防疫等作業手当

職員 0円

職員

感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律（平成10年法律第114
号）第6条第2項若しくは第3
項に定める感染症又は人事
委員会がこれらに相当すると
認める感染症の患者を入院
させる作業に直接従事したと
き。

0円

20

28.04

手当の名称 主な支給対象職員

支給実績（R1年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（R1年度）

支給率

343,362

支給対象職員数

東京都特別区 20

支給実績（R1年度決算）

47.71

35.9

19.67

16

職員

相模原市

支給実績
（R1年度決算）

左記職員に対する
支給単価

主な支給対象業務

16

47.71

18種（43手当）

日額　250円

日額　380円（著しく危険
であると人事委員会が認
める作業に従事した場合
にあっては、当該額にそ

の100分の100に相当する
額を加算した額）

12 1 12
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精神保健指定医である職員
が精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律（昭和
25年法律第123号）に基づき
診察したとき、又は精神保健
福祉室に勤務する職員が同
法に基づき精神保健指定医
の診察への立会い業務若し
くは移送業務に直接従事し
たとき。

17,365円

土木センターに勤務する職員

人事委員会の指定する有害
農薬による病害虫防除作業
に直接従事したとき。

41,905円

地上又は水面上10メートル
以上の足場の不安定な箇所
で工事等の検査、調査、指
導若しくは監督等の業務又
は構造物等の点検若しくは
補修作業に直接従事したと
き。

2,300円

9,500円

1,980円

在宅の結核患者又は精神疾
患を有する者等の訪問指導
に直接従事したとき。

職員

東部環境工場又は扇田環境
センターに勤務する職員

交通を遮断することなく行う
道路の維持補修作業に直接
従事したとき。

ごみの収集運搬作業に直接
従事したとき。

清掃作業又は汚泥若しくは
汚水の運搬作業に直接従事
したとき。

26,031,200円

豪雨等異常な自然現象によ
り重大な災害が発生し、又は
発生するおそれがある状況
下において屋外での災害応
急作業、巡回監視又は災害
状況調査等に直接従事した
とき。

日額　500円
（夜間　750円）

日額　230円

260,000円

5,209,230円

日額　400円

2,459,550円

日額　200円

日額　600円

日額　800円

600円

681,200円

日額　780円

日額　300円

335,700円

196,400円

処分犬の処分作業に直接従
事したとき。

日額　800円

日額　400円

下水道、用水路又は道路側
溝のしゅんせつ作業に直接
従事したとき。

日額　500円2,978,500円

　　同上

野犬捕獲に直接従事したと
き。

土地の取得等に係る交渉の
業務に直接従事したとき。

　　同上

　　同上

特別作業手当

クリーンセンターに勤務する職
員

　　同上

　　同上

動植物園に勤務する職員

区役所保健子ども課又はここ
ろの健康センター若しくは保健
所に勤務する職員

職員

　　同上

職員

土木センターに勤務する職員

　　同上

動物愛護センターに勤務する
職員

職員

　　同上

動物愛護センターに勤務する
職員

　　同上

清掃等作業手当

動物愛護センター業務手当

１回につき　660円

精神保健指定医である職員又
は精神保健福祉室に勤務する
職員

行旅死亡人の収容作業、身
元確認作業若しくは火葬等
の立会作業又は行旅病人の
収容作業、身元確認作業等
に直接従事したとき。

職員

日額　200円

　　同上

日額　290円　　同上

飼育作業に直接従事したと
き。

9



1当務につき 330円

32,327,280円
１回につき　330円

（深夜においては410円）

　　同上
１回につき　410円

（深夜においては510円）

消防手当
火災現場、災害現場又は救
急現場に出動したとき。

19,158,760円
火災現場、災害現場又は救
急現場に出動したとき。

4,618,000円

福祉関係法規に基づく調査
指導に直接従事したとき。

区役所保護課に勤務する職員

5,991,000円

福祉関係法規に基づく相
談、調査指導、判定又は保
護に直接従事したとき。

8,758,250円

保育業務に直接従事したと
き。

25,283,280円

福祉関係法規に基づく心理
判定又は相談に直接従事し
たとき。

救助工作車、はしご車、又は
救助資機材により救助作業
又は訓練作業に直接従事し
たとき。

57,200円

滞納処分等のため外勤した
とき。

日額　150円

日額800円

納税課、税制課、市民税課
（各税務室を含む。）又は固
定資産税課に勤務する職員
が、市税の賦課、調査、徴収
又は差押の事務等に直接従
事したとき。

国保年金課に勤務する職員
が、保険料の徴収事務に直
接従事したとき。

公園、熊本城又は道路にお
けるごみの収集運搬作業に
直接従事したとき。

日額　250円

日額　280円

納税課又は国保年金課
に勤務する職員
　日額　290円

その他の職員
 　日額　230円

118,400円

164,080円

82,750円

日額　500円

11,713,530円

日額　650円

日額　370円

　　同上

　　同上

市税等事務従事手当

納税課、税制課、市民税課（各
税務室を含む。）、固定資産税
課又は国保年金課に勤務する
職員

機関員

こころの健康センターに勤務す
る職員

熊本城総合事務所又は土木
センター

ごみ焼却炉、ごみピット若し
くは汚水槽の内部点検清掃
作業若しくはクレーン上の点
検作業に直接従事したとき、
又は投入槽、消化槽若しく
は市が管理する浄化槽の内
部点検清掃作業に直接従
事したとき。

　　同上

福祉業務手当

児童相談所又は障がい者福祉
相談所に勤務する職員

東部環境工場に勤務する職員

徴税職員
国保年金課に勤務し、国民健
康保険料、介護保険料又は後
期高齢者医療保険料の滞納
処分に従事する職員
市営住宅課、城南地域整備室
及び植木地域整備室に勤務
し、市営住宅使用料の滞納処
分に従事する職員
保育幼稚園課に勤務し、保育
料の滞納処分に従事する職員

　　同上

消防職員（機関員を除く）

消防職員　　同上

　　同上

特殊清掃作業手当

保育園に勤務する保育士
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死体処理手当

教員特殊業務手当

2以上の学年の児童又は生徒
で編制されている学級を担当
する主幹教諭、教諭、助教諭
又は講師であって、人事委員
会が定めるもの

教育業務連絡指導手当 33,082,000円 日額　200円

入学者選抜業務手当

著しく異常かつ激甚な非常
災害であって、当該非常災
害に係る災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第
28条の2第1項に規定する緊
急災害対策本部が設置され
たもの(東日本大震災を除
く。)に対処するため死体の
取扱いに関する作業で人事
委員会が定めるもの に従事
したとき。

0円

作業に従事した日1日に
つき1,000円（人事委員会

が定める場合にあって
は、2,000円）を超えない
範囲内において人事委

員会が定める額
（心身に著しい負担を与
えると人事委員会が認め
る作業 に従事した場合
は、4,000円を超えない

額）

市立高等学校、市立特別支援
学校及び市立総合ビジネス専
門学校の職員で教育職員給
料表(1)の適用を受けるもの

当該学級における授業又は
指導に従事したとき。

199,810円

日額　4,000円

　　同上

　　同上

医療職員給料表の適用を受け
る職員のうち、医療等業務に従
事したもの。
動物愛護センター又は動植物
園に勤務する獣医師のうち、医
療等業務に従事したもの。

特定の業務に従事した場合
において、その業務が心身
に著しい負担を与えると人事
委員会が認める程度に及ぶ
とき。

138,342,450円

消防職員

-

消防職員

多学年学級担当手当

11,742,000円

日額　4,200円以内

1当務につき800円
（日勤者にあっては勤務1

日につき400円）

国際緊急援助隊の派遣に関
する法律(昭和62年法律第
93号)第2条に規定する国際
緊急援助活動に直接従事し
たとき。

0円

救急救命士が救急救命に関
する業務に直接従事したと
き。

特殊危険物質（サリン（メチ
ルホスホノフルオリド酸イソプ
ロピルをいう。）及びサリン以
上の又はサリンに準ずる強
い毒性を有する物質をい
う。）又はその疑いのある物
質の処理作業に直接従事し
たとき。

当該担当に係る業務に従事
したとき。

11,921,950円

0円 日額　2,600円

日額　8,000円以内

医療等業務従事手当

　　同上 消防職員

教育職員給料表(1)又は教育
職員給料表(2)の1級、2級又は
特2級の職員

市立幼稚園、市立小学校、市
立中学校、市立高等学校又は
市立特別支援学校の主幹教
諭、教諭又は養護教諭のうち、
教育委員会規則で定める教務
主任その他の主任等でその職
務が困難であるとして人事委
員会の定めるものの職務を担
当する主幹教諭、教諭又は養
護教諭

職員

522,900円 1時間につき300円

3の学年の児童又は生徒
で編制されている学級に
おける授業又は指導に従
事　日額　350円
2の学年の児童又は生徒
で編制されている学級に
おける授業又は指導に従
事　日額　290円

入学者の選抜に係る学力検
査の問題の作成若しくは採
点又は調査書その他必要な
書類による判定資料の作成
を行ったとき。
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作業に従事した日１日に
つき10,000円を超えない
額（心身に著しい負担を
与えると人事委員会が認
める作業に従事した場合
にあっては、20,000円を

超えない額）

1,053,000円 日額　3,000円

0円

災害応急作業手当 職員
作業に従事した日1日に
つき40,000円を超えない

額

　　同上

0円

原子力災害対策特別措置
法（平成１１年法律第１５６
号）第１５条第２項の規定に
よる原子力緊急事態宣言が
あった場合において、同法
第１７条第９項に規定する緊
急事態応急対策実施区域
に所在する原子力事業所の
うち人事委員会が定めるもの
の敷地内において行う作業
のうち原子炉建屋（人事委
員会が定めるものに限る。）
内において行うものに従事し
たとき。

0円

第1号に規定する場合にお
いて、特定原子力事業所に
係る原子力災害対策特別措
置法第２０条第２項の規定に
基づく原子力災害対策本部
長の地方公共団体の長に対
する指示に基づき設定され
た区域等を考慮して人事委
員会が定める区域において
行う作業（前２号に掲げるも
のを除く。）に従事したとき。

新型コロナウイルス感染症に
係る防疫等作業手当

職員

　　同上

新型コロナウイルス感染症
（病原体がベータコロナウイ
ルス属のコロナウイルス（令
和2年1月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対し
て、人に伝染する能力を有
することが新たに報告された
ものに限る。）であるものに限
る。）の患者又は当該感染症
にかかっている疑いがある者
がいる又はいた室内、車内、
施設その他の人事委員会が
定める場所において、当該
感染症から市民の生命及び
健康を保護するために緊急
に行われた措置に係る作業
であって人事委員会が定め
るものに従事したとき。

0円

職員

職員

前号に規定する場合におい
て、特定原子力事業所の敷
地内において行う作業のうち
前号に掲げるもの以外のも
のに従事したとき。

職員

作業に従事した日１日に
つき20,000円を超えない

額

特例特別作業手当

特定大規模災害に対処する
ため屋外での災害応急作
業、巡回監視又は災害状況
調査等に引き続き５日を下ら
ない範囲内において人事委
員会が定める期間以上直接
従事したとき。

作業に従事した日1日に
つき1,000円を超えない額
(夜間おいては、1,500円

を超えない額)
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（令和２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

8,630

一般　4,400円

義務教育等教員特別手
当

千円

千円

40,480

- 千円

475,577

567,772

午後10時から翌日の午前5時
までの間に勤務する場合、勤
務1時間当たりの給与額の100
分の25を支給

－

236

65,261千円

941,455

239,715

43,627夜間勤務手当

千円

209

47,387

同

666,494 82,538

千円

286,516

9,473

千円

千円

672,988

千円

241

486,476

779,105

平均支給年額

135,007

2,626

初任給調整手当

○借家の場合
　家賃の額に応じて27,000円
を限度に支給

同

休日勤務手当

○芳野分室及び金峰山少年
自然の家に勤務する職員
　給料月額の100分の1を支給

特地勤務手当

同

異

－

異

職務により10,000円以下

欠員の補充が困難である職
で、新たに採用された医療職
員は、採用の日から35年以内
の期間、月額308,600円以内
を支給

単身赴任手当

○休日等に勤務した場合
　勤務1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の150ま
での範囲内で支給

○職務により
12,000円以下

同

異

宿日直手当
○一般の宿日直　6,700円
○医師の宿日直　21,000円

管理職員特別勤務手当 異

〇教育職員給料表(1)又は教
育職員給料表(2)の適用を受
ける職員
　月額8,000円以内を支給

千円－

987,277

1,940,262

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ）

通勤手当

扶養手当

○電車・バスなどを利用する
場合
　運賃に応じて55,000円を限
度に支給
○自動車などを利用する場合
　使用距離に応じて3,300円～
23,000円を支給

管理職手当

手　当　名
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

2,211,411

支 給 実 績 （ H30 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり

249,186

○配偶者
〇父母等

6,500円
※行政職俸給表
（一）８級職員等の場
合、支給額は３，５００
円となり、行政職俸給
表（一）９級以上職員
等の場合、支給され
ない。

310,634

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

○配偶者　　　6,500円
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間にあ
る子
　1人につき5,000円加算

俸給及び扶養
手当の月額の
合計額の
25/100以内を
支給（国の制
度）

異

-

－

役職により俸
給月額の
25/100以内を
支給（国の制
度）

給料表の別及び職員の職に
応じて51,700円～113,600円
を支給

勤務公署を異にする異動に伴
い住居を移転し、やむを得な
い事情により同居していた配
偶者と別居し、単身で生活す
ることを常況とする職員

支給実績
（R1年度決算）

同

自動車などを
利用する場合
の、使用距離
区分

同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ H30 年 度 決 算 ）

内容及び支給単価

住居手当

千円

3,035,971千円

70,416

異

（R1年度決算）
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５ 特別職の報酬等の状況（令和２年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

1,190,000円×在職月数×0.51 万円 　任期ごと

947,000円×在職月数×0.24 万円 　任期ごと

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万当たり職員数 人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万当たり職員数 人）

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

市 長

1,179,000

1,599,000

＜参考＞

947,000 841,500

0

（参考）類似団体における最高／最低額

1,190,000

国際スポーツの終了

500,000

703,000

2,913

対前年
増減数

779,000

172
1,334

1,285,000

　　（R2年度支給割合）

78

212

2

[    10,795   ］ [    10,795   ］

0

△ 85
0

0

206
717

27

職 員 数

民　生

28

被災者支援関連業務の縮小△ 67

災害復旧関連業務の縮小

644

ＭＩＣＥ施設整備終了

＜参考＞

766

823
212

174

0

27

税　務

新型コロナウイルス感染症への対応

普
通
会
計
部
門

△ 161
48.24

116.43

△ 29

45.08

108.89

議 長

-

報

酬

区 分

副 市 長

746,000

給

料

議 員

副 議 長 1,061,000

1,090

648,000

-

953,000

副 市 長

　　（R2年度支給割合）

-

676,000

72

新病院の開設

134.64

特別支援学校（中等部）の新設

給 料 月 額 等

平成31年

△ 1

△ 1

主 な 増 減 理 由

100

0

0

△ 9

△ 84
△ 1

161

187

4
8,530

9,864

807

205
1

合　　計

その他

9,764

教育部門

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

162

小　計

水　道

173

交　通

下水道

8,615
消防部門

172

803

計
土　木

3

令和2年

商　工 190

3.35

備　　　　考

総　務

市 長

期
末
手
当

議　会

市 長

副 市 長

議 長

副 議 長

退
職
手
当

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

4,189

79

衛　生

農林水産
199

4,117

小　計

3.35

3,534

議 員

695724
3,695

617

850

一
般
行
政
部
門

病　院

労　働

＜参考＞

530

-

820,000

-

0

△ 1
1851,149

3

890
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（2)年齢別職員構成の状況（令和２年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数
      ２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含みません。（令和元年度　276,934千円）

～

1,160

3,534

1,149

43歳

人 人

～

人

～

44歳

～

人 人

～～

32歳

過去5年間の増減数
（率）

3,538

▲ 9 ( ▲ 0.3 ％)

9,864226

以上

人

28歳

1,295

47歳

783 786

～

人

40歳 48歳

人

60歳

884

～

1,324 1,399

59歳

56歳52歳

55歳

計

9,713

％

9,764

R2年

8,615

4,189 (　84.5 ％)

Ｂ　

千円　

27歳

　　　　　　Ｂ／Ａ

65

H31年

3,695

1,121

803

35歳

36歳

総費用

総合計 6,431

1,416

4,956

651

780

普通会計計

教　育

人

20歳

23歳

区　分

H27年

20歳

人

未満

4,117

％

人

3,681

人人

31歳

消　防 796

H30年

363

一般行政 3,528

8,553

4,075632

　　　　　　　　　年　　度

部門別

職員数

Ａ  

職員給与費比率

6,372

4,974

1,457

R1年度

区　　分

平成30年度の総費用に

3,433

総費用に占める

占める職員給与費比率

純損益又は

　　　　千円 千円　

10,585,765 12.92,730,328

～

公営企業等会計計

(　34.8 ％)

8,409

797

737

職員給与費

H29年

9,721

802

39歳

H28年

4,073

3,534

881

3,543

実質収支

24歳

1,367,819 13.5

( ▲ 9.2 ％)▲ 123

27

9,864

(　3.3 ％)

3,556 (　41.7 ％)8,530

1,312

～

51歳

1,334

807

0
2
4
6
8

10
12
14
16

構成比（R2年4月）

５年前の構成比

%
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（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、令和２年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みません。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（R1年度支給割合） （R1年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

管理職加算　5～20％ 管理職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％） （割増率２～４５％）

（退職時特別昇給） 無 （退職時特別昇給） 無

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（令和2年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

0

0

28.04

39.76

20

一般行政職の制度（支給率）

47.71

33.27

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R2 年 度 決 算 ）

支給対象職員数

39.76

47.71

5,79120,969

19.6724.59

熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

0

熊本市（一般行政職）

33.27

水　　道　　事　　業

東京都の特別区に属する地域

47.71

水道事業

19.67 24.59

0.90

一人当たり給与費

1.902.60

１人当たり平均支給額（R1年度）

　　　　　　Ａ

1.90

0.90

R1年度

1.45

204

-

１人当たり平均支給額（R1年度）

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

1,633

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

808,142 6,789

支給対象地域

千円
　　　　給与費 　　B/A給　 料

1.45

千円 千円

平　均　年　齢

-

370,758

135,082 1,276,287

基本給

0

21,595

47.71

支給率

20

支 給 実 績 （ R2 年 度 決 算 ）

47.7147.71

28.04

2.60

（参考）指定都市平均区　　分 職員数

事 業 者

333,063

42.9

千円

567,814

一人当たり

45.0

521,359

　　　　　　区　　分

　　　　　千円
職員手当

1,669

団 体 平 均

平均月収額

6,256

341,018熊 本 市

人 千円
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エ　特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（令和２年４月１日現在）

円

円

設備管理業務担当職員

日額　400円

日額　220円

日額　500円
（夜間　750円）

0円

225

土地取得等交渉 0円

260,775円

日額　780円

0円

日額　250円

千円

同 26,792 231,294

305,350

日額　190円

清掃作業又は汚泥
若しくは汚水の
運搬作業

平均支給年額
支給職員１人当たり

千円

0円

一般行政職
の制度との異
同

施設管理業務担当職員

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ）

　　同上

　　同上

0円

日額　370円

日額　250円

管財業務担当職員

下水道施設管理業務担当職員

日額　500円

日額　600円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ H30 年 度 決 算 ）

35,156

支給実績
（R1年度実績）

処理件数1件につき　210
円

滞納整理手当

　　同上

清掃等作業手当

化学試験

支給実績（R1年度決算）

停水処分業務

危険手当

処理件数1件につき　60
円

0円

設備管理業務担当職員

同 －

○配偶者　　　6,500円
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間にあ
る子
　1人につき5,000円加算

－

家賃等に応じて27,000円を限
度に支給

19,568

手　当　名

扶養手当

住居手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

　　同上 下水道管渠管理業務職員

投入槽、消化槽の
内部点検清掃作業

内容及び支給単価

55,523

0円

下水道施設管理業務担当職員

支 給 実 績 （ H30 年 度 決 算 ）

特殊清掃作業手当

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

一般行政職の
制度と異なる
内容 （R1年度決算）

52,577

5種（12手当）

漏水調査業務担当職員

水質検査業務担当職員

豪雨等状況下の
巡回監視等

深夜緊急補修作業
又は漏水調査作業

電気設備又は滅菌設備
の点検保守作業

支給職員１人当たり平均支給年額（R1年度決算）

　　同上

高圧受電設備の
管理・保守作業

主な支給対象職員

226

支給実績
（R1年度決算）

手当の種類（手当数）

0円料金収納整理業務担当職員

料金収納整理業務担当職員

料金収納整理業務担当職員

滞納処分業務　　同上

主な支給対象業務手当の名称

停水解除業務

左記職員に対する
支給単価

特別作業手当

237,710円

6.0

0円

0円

527

職員全体に占める手当支給職員の割合（R1年度）

　　同上

下水道の
しゅんせつ作業
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円

円

円

円

円

　(2)　下水道事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含みません。（令和元年度　336,074千円）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、令和２年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

1,019,331

事 業 者

43.4

平均月収額

千円

一人当たり給与費期末・勤勉手当

256,609 6,721

休日に正規の勤務時間中に
勤務することを命ぜられた場
合勤務1時間当たりの給与額
の100分の135を支給

－

－

同

職員給与費

千円

－

26,250

6,911 268,620

105

16,977

－ 857,250

千円

千円

同

同 13,716

　　　　　千円

5.7%923,082

　　　　　　Ｂ／Ａ

82,114通勤手当

管理職手当
給料表の別及び職員の職に
応じて51,700円～113,600円
を支給

夜間勤務手当

実質収支

休日勤務手当

千円

－

161

2,822

　　計　　Ｂ

総費用に占める

千円

一人当たり

％

-

職員給与費比率

千円

千円　

占める職員給与費比率

％

千円

職員手当 　　　　給与費 　　B/A

194,631

（参考）指定都市平均

R1年度

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

区　　分

基本給

　　　　　　Ａ

平　均　年　齢

627,855

559,592

管理職員特別勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの
間に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの給
与額の100分の25を支給

5.2%

　　　　千円

区　　分

○職務により10,000円以下

Ａ  

同

Ｂ　

千円

総費用

17,842,672

R1年度

平成30年度の総費用に

純損益又は

千円　

職員数

同

365,998

2,129,418

団 体 平 均

人

給　 料

千円

距離等に応じて５５，０００円を
限度に支給

6,331

熊 本 市 42.4 527,888337,354

-

　　　　　　区　　分

134,867
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 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（R1年度支給割合） （R1年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

管理職加算　5～20％ 管理職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％） （割増率２～４５％）

（退職時特別昇給） 無 （退職時特別昇給） 無

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（令和２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

千円

　円

　％

管財業務担当職員

漏水調査業務担当職員

0

支給対象職員数

8,122

548

主な支給対象職員 主な支給対象業務

手当の種類（手当数）

支給率 一般行政職の制度（支給率）

支給実績
（R1年度実績）

熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

547,616

16

47.71

47.71

21,595

支給対象地域

47.71

33.27

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

高圧受電設備の
管理・保守作業

料金収納整理業務担当職員

手当の名称

職員全体に占める手当支給職員の割合（R1年度）

19.67

1.901.90

1.45

１人当たり平均支給額（R1年度）

1,669

5,791

39.76

0.90

24.59

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ）

36.8

16

121,217

支給実績（R1年度決算）

日額　370円

0円

処理件数1件につき　60
円

0円停水解除業務

日額　250円

日額　500円
(夜間　750円）

料金収納整理業務担当職員

日額　190円

6,750円

電気設備又は滅菌設備
の点検保守作業

支給職員１人当たり平均支給年額（R1年度決算）

停水処分業務

5種（12手当）

左記職員に対する
支給単価

　　同上

処理件数1件につき　210
円

　　同上

滞納整理手当

0円

0円

危険手当

　　同上

設備管理業務担当職員 0円

水質検査業務担当職員

　　同上

滞納処分業務

大阪市

料金収納整理業務担当職員

特別作業手当 施設管理業務担当職員

　　同上

化学試験

0円

日額　220円

0円

深夜緊急補修作業
又は漏水調査作業

日額　400円

日額　500円

下水道事業

2.60

19.67

土地取得等交渉　　同上

設備管理業務担当職員

豪雨等状況下の
巡回監視等

0円

28.0433.27

0.90

下水道事業

2.60

１人当たり平均支給額（R1年度）

1,594

熊本市（一般行政職）

47.71

47.71

1

47.71

24.59

39.76

28.04

1.45

21,418
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（令和２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

千円

下水道施設管理業務担当職員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

管理職員特別勤務手当

内容及び支給単価

特殊清掃作業手当

68,976

投入槽、消化槽の
内部点検清掃作業

－

支 給 実 績 （ Ｈ 30 年 度 決 算 ）

23,344

休日勤務手当

0円

6,215,820円

1,927,800円

清掃作業又は汚泥
若しくは汚水の
運搬作業

下水道の
しゅんせつ作業

下水道管渠管理業務職員

下水道施設管理業務担当職員

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ）

－

同

378

日額　250円

千円

249,165

13,174

（R1年度決算）

235,798

家賃等に応じて２７，０００円を
限度に支給

清掃等作業手当

職務により10,000円以下

○配偶者　　　6,500円
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間にあ
る子
　1人につき5,000円加算

通勤手当

手　当　名

　　同上

宿日直手当

同 230,420千円

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの
間に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの給
与額の100分の25を支給

－ 2,688

千円

0 千円

307,366

5,191 千円

千円

26

0

6,500

84,000

千円

791,657

66,127

支給職員１人当たり

日額　600円

平均支給年額

日額　780円

管理職手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ Ｈ 30 年 度 決 算 ） 373

住居手当

扶養手当

給料表の別及び職員の職に
応じて51,700円～113,600円
を支給

－

一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の
制度と異なる
内容

同

－一般の宿日直　6,700円

5,542－

同 －

－同

同

同

同

休日に正規の勤務時間中に
勤務することを命ぜられた場
合勤務1時間当たりの給与額
の100分の135を支給

15,676

距離等に応じて５５，０００円を
限度に支給

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

支給実績
（R1年度決算）

夜間勤務手当
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　(3)　公営交通事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含みません。（平成30年度365千円）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、令和２年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（うちバス事業運転手）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 円

円 円

（うち鉄軌道事業運転手）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

区分

熊本市

年収ベース（試算値）の比較

310,995交 通 事 業

352,092

区分

熊本市

基本給

97,09594

基本給

-

-52.6

-

平均月収額
（Ｂ）

444 335,610

参考

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

R1年度

5

-

民間
（Ｄ）

平均月収額
（Ａ）

公務員
（Ｃ）

Ｃ/Ｄ

386,993

46.0

給　 料 職員手当

Ａ  占める職員給与費比率

-

564,805

-

平均月収額
（Ａ）

500,714

600,667

Ａ/Ｂ

309,700
営業用

バス運転者

131,295

581,911

対応する民間
の類似職種

民間

44.9

平均年齢

一人当たり給与費

千円

　　　　　　Ａ

　　　　　千円

7,2796,009

人 千円 千円

平均月収額

％％

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

1,099,322

千円

　　　　給与費 　　B/A

一人当たり

　　計　　Ｂ

55.1% 41.4%

期末・勤勉手当

（参考）指定都市平均

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

千円　

平成30年度の総費用に

総費用に占める

職員給与費比率

区　　分

千円　

区　　分

職員数

団 体 平 均

　　　　千円R1年度

1,996,181 239,317

336,415

職員数

総費用

実質収支

純損益又は

公務員

区　　分

熊本市

参考

3,717,000 -

55.5

事 業 者

団体平均 48.6

-熊本市

区分

609,105358,02944.2

平均年齢

公務員

基本給職員数

-

平均年齢

695,571

団体平均

-

職員給与費
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歳 円

円 円

※ 　団体平均は、鉄道事業（運転手以外の職種を含む。）に係る値です。

※

※

※

※

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（R1年度支給割合） （R1年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

管理職加算　5～20％ 管理職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％） （割増率２～４５％）

（退職時特別昇給） 無 （退職時特別昇給） 無

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（令和２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

区　　分

Ｃ/Ｄ

1.30

民間従業員のデータは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」を基に総務省が調整し、情報提供されたデータを使用しています。（平成29
～令和元年の3ヵ年平均）

0

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ）

民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、③日々又は
１ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者のいずれかに該当する労働者（短時間労
働者を除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該当する職員（パート、アルバイト職
員）はデータの基礎から除かれている点で（1）とはデータの基礎が異なります。

「職務区分」と「対応する民間の類似職種」は、年齢、経験年数、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

5,791

電車運転士全国

39.76

39.9

一般行政職の制度（支給率）

33.27

2.60

47.71

東京都の特別区に属する地域

47.71

年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末勤勉
手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

1.45

1,397

28.04

0

1.30

平均月収額
（Ｂ）

民間

47.71

39.76

33.27

533,200

47.71

区分
平均年齢

24.59

1.90

19.6724.59

年収ベース（試算値）の比較

6,398,500

民間
（Ｄ）

8,346,852

対応する民間
の類似職種

支給対象地域

20

0

参考

参考

2.60

Ａ/Ｂ

１人当たり平均支給額（R1年度）

47.71

28.04

支給率

20

15,784 21,430

支給対象職員数

熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市交通事業

19.67

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

0

0.901.45 0.90

熊本市

1.90

交通事業

1,669

１人当たり平均支給額（R1年度）

熊本市（一般行政職）

公務員
（Ｃ）

47.71
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エ　特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（令和２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

支給実績
（R1年度実績）

同 14,434

57,353

652

支 給 実 績 （ H30 年 度 決 算 ）

扶養手当 －

0

―

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

手当の名称

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

左記職員に対する
支給単価

主な支給対象職員

8,408

夜間勤務手当

同

管理職手当

0

－同

千円

2,818

－

休日勤務手当

管理職員特別勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの
間に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの給
与額の100分の25を支給

94,472

千円

千円5,018

千円

同

－

給料表の別及び職員の職に
応じて51,700円～113,600円
を支給

836,400

通勤手当 千円

0

68,734

千円

○配偶者　　　6,500円
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間にあ
る子
　1人につき5,000円加算

距離等に応じて55,000円を限
度に支給

住居手当 306,485千円－ 6,947同

（R1年度決算）

――

649

内容及び支給単価手　当　名
一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績
（R1年度決算）

平均支給年額

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

―

58,436

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ）

なし

主な支給対象業務

0.0

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ） 0

同

201,845

家賃等に応じて27,000円を限
度に支給

－

－

一般行政職
の制度との異
同

休日に正規の勤務時間中に
勤務することを命ぜられた場
合勤務1時間当たりの給与額
の100分の135を支給

職務により10,000円以下

―

同 3,095

支給職員１人当たり

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ R1 年 度 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ H30 年 度 決 算 ）

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

248,149
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　(4)　病院事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、令和２年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（うち医師）

歳 円 円

歳 円 円

（うち看護師）

歳 円 円

歳 円 円

（うち事務職員）

歳 円 円

歳 円 円

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（R1年度支給割合） （R1年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

役職加算　5～20％ 役職加算　5～20％

管理職加算　5～20％ 管理職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

-

熊本市（一般行政職）病院事業

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円

期末・勤勉手当

平均月収額

603,107

507,207

（参考）指定都市平均

千円

564,660

千円

職員数

2,157,245 7,187674

職員手当

一人当たり

％

1,384,36044.3

実質収支 職員給与費比率

330,303

360,622

団体平均

１人当たり平均支給額（R1年度）

団体平均

39.6

平均月収額

平均月収額平均年齢

看護師

298,249 479,819

572,352

2.60

1.45

463,378

１人当たり平均支給額（R1年度）

1,669

1.45

2.60

1,494

1.90

0.90

41.6

R1年度

基本給

　　　　　　区　　分

339,574

事務職員

40.2

317,483

基本給

37.3

292,530

　　　　　　Ｂ／Ａ

医師

平均年齢

　　　　千円

基本給

40.8

平均月収額

千円

区　　分

事 業 者

熊 本 市

基本給

3,608,271

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

平成30年度の総費用に

Ｂ　 占める職員給与費比率

総費用に占める

46.1

人

団体平均 561,426

平　均　年　齢

千円

549,509

平均年齢

1,327,458

-

　　　　　　Ａ

12,077,256

給　 料

団 体 平 均 38.7

886,366

千円　

42.9

％

3,608,271

　　　　　千円

△ 4,587,524

　　　　給与費 　　B/A

千円　

5,354

29.9

R1年度

純損益又は総費用区　　分

Ａ  

職員給与費

381,091

0.90

1.90
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イ　退職手当（平成３1年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率２～４５％） （割増率２～４５％）

（退職時特別昇給） 無 （退職時特別昇給） 無

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（令和２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

千円

　円

　％

0円

豪雨等異常な自然現象によ
り重大な災害が発生し、又は
発生するおそれがある状況
下において屋外での災害応
急作業、巡回監視又は災害
状況調査等に直接従事した
とき。

日額　500円
（夜間　750円）

339,622

医師、臨床検査技師

88.0

放射線取扱手当

日額　200円

16

支給職員１人当たり平均支給年額（R1年度決算）

医師（歯科医師含む） 91

47.71

日額　250円

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（R1年度決算）

支給率

47.71

主な支給対象業務

職員が放射線を人体に照射
する作業に直接従事したと
き。

支給実績（R1年度決算）

手当の名称

放射線技師、看護師

職員全体に占める手当支給職員の割合（R1年度）

151,472

主な支給対象職員

1,246,715円

左記職員に対する
支給単価

職員が地上又は水面上10
メートル以上の足場の不安
定な箇所で工事等の検査、
調査、指導若しくは監督等
の業務又は構造物等の点検
若しくは補修作業に直接従
事したとき。

39.76

日額　230円

支給実績
（R1年度実績）

１体につき　　　2,500円

職員

職員　　同上

　　同上

47.71

職員が感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に
関する法律第6条第2項若し
くは第3項に定める感染症又
は管理者がこれらに相当す
ると認める感染症(以下「感
染症」という。)の患者を入院
させる作業に直接従事したと
き又は感染症の患者を入院
させるための病棟において
看護業務若しくは汚染物処
理作業に直接従事したとき。

9種（13手当）

熊本市立熊本市民病院又
は熊本市立植木病院に勤務
する医師及び臨床検査技師
が死体解剖に直接従事した
とき。

職員

2,500円

0円

手当の種類（手当数）

特別作業手当

感染症作業手当

16

2,149

病院事業

一般行政職の制度（支給率）

47.71

支給実績（R1年度決算）

21,430

47.71

支給対象職員数

28.04

19.67

33.2733.27

24.59

0円

熊　　　　　　　　　　　本　　　　　　　　　　　市

47.71

62,831

956,821

19.67

39.76

5,79116,529

28.04

24.59
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新型コロナウイルス感染症に
係る感染症作業手当

職員

新型コロナウイルス感染症
（新型コロナウイルス感染症
を指定感染症として定める
等の政令（令和2年政令第
11号）第1条に規定するもの
をいう。）の患者を入院させる
ための感染症病棟又は救急
の外来患者に対する緊急の
医療を提供するための場所
その他新型コロナウイルス感
染症の患者等に対する医療
が提供される場所として管理
者が定める場所において医
療の提供の業務、新型コロ
ナウイルス感染症の病原体
の付着した物件等の処理作
業又はこれらに類するものと
して管理者が定める作業に
直接従事したとき。

273,050円

日額　3,000円
（感染症病棟において新
型コロナウイルス感染症
の患者に対して医療の提
供に従事した医師、看護
師、及び准看護師にあっ

ては4,000円）

　　同上
熊本市立熊本市民病院に勤
務する医療に従事する職員の
うち管理者が定める職員

熊本市立熊本市民病院に
勤務する医療に従事する職
員のうち管理者が定める職
員が、正規の勤務時間以外
の時間において自宅等に待
機を命じられ、入院患者の
病状の急変等への対応その
他これらに伴う業務に直接
従事したとき。

0円 １回につき21,000円

勤務1回につき
7,300円以内

70,000円

77,587,380円

0円

正規の勤務時間以外の時間
において救急患者の診療、
入院患者の病状の急変等へ
の対応その他これらに伴う業
務に直接従事したとき。

病院事業医療職員給料表の
適用を受ける職員及び管理者
が定める職員

73,339,335円

救急患者に対応するため、
救急外来において管理者が
定める夜間の業務に直接従
事したとき。

勤務１回につき 1,620円

熊本市立熊本市民病院又は
熊本市立植木病院に勤務する
医師でその職務の級が4級の
職員（副院長（植木病院副院
長を除く。）及び植木病院の院
長に限る。）及び5級の職員

勤務1回につき20,000円0円

熊本市立熊本市民病院又
は熊本市立植木病院に勤務
する助産師、看護師及び准
看護師が正規の勤務時間と
して深夜(午後10時から翌日
午前5時までの間をいう。以
下同じ。)における看護業務
に直接従事したとき。

月額120,000円以内

熊本市立熊本市民病院又
は熊本市立植木病院に勤務
する医療に従事する職員の
うち管理者が定める職員が、
正規の勤務時間以外の時間
において、勤務時間帯その
他に関し管理者が定める特
別な事情の下で救急医療等
の業務に直接従事したとき。

日額20,000円以内緊急診療等手当

熊本市立熊本市民病院又は
熊本市立植木病院に勤務する
医師でその職務の級が4級の
職員（副院長（植木病院副院
長を除く。）及び植木病院の院
長に限る。）及び5級の職員

792,000円 勤務1回につき3,000円

熊本市立熊本市民病院又は
熊本市立植木病院に勤務する
医療に従事する職員のうち、救
急患者に対処するために自宅
等で待機することを依頼された
職員

夜間ウォークイン診療等
手当

医療等業務従事手当

　　同上

夜間看護等手当
熊本市立熊本市民病院又は
熊本市立植木病院に勤務する
助産師、看護師及び准看護師

休日深夜等の緊急手術等手
当

熊本市立熊本市民病院に勤
務する職員のうち管理者が定
める職員

休日深夜等の管理者が定め
る時間帯に、管理者が定め
る緊急を要する手術及び高
度な処置に直接従事したと
き。
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（令和２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

通勤手当
距離等に応じて55,000円を限
度に支給

40,421

住居手当

同 － 55,335

－

扶養手当

89,824

44,461

245,206

同

-

856,296

55,523

358,198

313,660

千円

61,521

宿日直手当

支給職員１人当たり
平均支給年額

同 － 21,407

－

千円

（R1年度決算）

164,187

同

同

195,182

1,080

千円

同

同

同

37,517

3,018,282

48 千円 48,312

243,000

380,081

千円

7,855

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの
間に勤務することを命ぜられ
た場合勤務1時間当たりの給
与額の100分の25を支給

一般行政職
の制度との異
同

-

-

給料表の別及び職員の職に
応じて51,700円～113,600円
を支給

○配偶者　　　6,500円
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
○加算措置
　16歳から22歳までの間にあ
る子
　1人につき5,000円加算

内容及び支給単価

同

○一般の宿日直　6,700円
○医師の宿日直　21,000円

千円

千円

家賃等に応じて27,000円を限
度に支給

－

－

千円

千円

千円

－

特地勤務手当
芳野診療所に勤務する職員
に給料月額の100分の1を支
給

管理職手当

同

管理職員特別勤務手当 職務により10,000円以下

休日勤務手当

休日に正規の勤務時間中に
勤務することを命ぜられた場
合勤務1時間当たりの給与額
の100分の135を支給

初任給調整手当

欠員の補充が困難である職
で、新たに採用された医療職
員は、採用の日から35年以内
の期間、月額308,600円以内
を支給

支 給 実 績 （ R1 年 度 決 算 ） 363,568

手　当　名

支 給 実 績 （ Ｈ 30 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ Ｈ 30 年 度 決 算 ）

一般行政職の
制度と異なる
内容

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R1 年 度 決 算 ）

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

753

114

支給実績
（R1年度決算）
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